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　みなさんは、家庭などで使った水がその後どうなってい

るかご存知でしょうか。

　みなさんがお使いの浄化槽には「合併処理浄化槽」と「単

独処理浄化槽」の2種類あり、「合併処理浄化槽」は台所や風

呂、トイレといったすべての生活排水を処理できる浄化槽

であるのに対し、「単独処理浄化槽」はトイレの排水しか処

理できません。そのため、台所や風呂、洗濯などで使われた

水はそのまま近くの道路側溝などを経て周辺の河川など

に放流され、水環境の保全を考える上で大きな問題となっ

ています。

　この状況を改善するため、平成13年4月に浄化槽法が改

正され、浄化槽を新たに設置する場合は合併処理浄化槽と

することや、既に設置されている単独処理浄化槽について

も合併処理浄化槽への転換に努めることなどが定められ

ました（この合併処理浄化槽への転換については、市で費

用の一部を負担する補助制度があります）。

　しかし、いずれの浄化槽の場合でも維持管理（法定検査、

保守点検、清掃）が適正に行われていなければ、浄化槽内の

微生物の働きが悪くなり、きれいで良好な水環境を確保す

ることはできません。

　そこで、この冊子をみなさんにお読みいただき、合併処

理浄化槽への転換、浄化槽の適正な維持管理についてご理

解とご協力をいただければと思います。
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岡崎市環境基本計画の概要
（令和3年3月策定）

　岡崎市環境基本計画では、豊かな自然の恵みを享受しなが
ら、自然とふれあい、活気にあふれた未来都市を形成すること
を目指して、本市の環境ビジョンを以下のように提示して
います。

自然の恵みを次世代へ引き継ぐ、持続可能循環型社会

愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会
オリジナルキャラクター　アイちゃん

豊かな自然と共生するまちに

良好な生活環境が確保されるまちに

気候変動の対策が進んだまちに

ごみの排出が抑制され、資源やエネルギーが循環するまちに

環境を考え実践するまちに

●環境汚染を防止し、リスクを低減する
　健全な河川環境のために、河川流量の維持、安定化を目的
とした、雨水貯留や地下浸透の確保に努める他、市民の水辺
への関心の向上を図る普及啓発を行います。
　また、生活排水による河川の水質汚濁防止のために、見直
しのあった「汚水適正化構想」も考慮し、浄化槽処理促進区域
を新たに設定し、合併浄化槽への転換促進をさらに図るとと
もに、浄化槽保守点検業者との稼働や浄化槽台帳システムの
活用による浄化槽の適正な維持管理を推進し、良好な生活環
境の確保を目指します。

良好な生活環境が確保されるまちに



岡崎市環境基本計画の概要
（令和3年3月策定）

　岡崎市環境基本計画では、豊かな自然の恵みを享受しなが
ら、自然とふれあい、活気にあふれた未来都市を形成すること
を目指して、本市の環境ビジョンを以下のように提示して
います。

自然の恵みを次世代へ引き継ぐ、持続可能循環型社会

愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会
オリジナルキャラクター　アイちゃん

豊かな自然と共生するまちに

良好な生活環境が確保されるまちに

気候変動の対策が進んだまちに

ごみの排出が抑制され、資源やエネルギーが循環するまちに

環境を考え実践するまちに

●環境汚染を防止し、リスクを低減する
　健全な河川環境のために、河川流量の維持、安定化を目的
とした、雨水貯留や地下浸透の確保に努める他、市民の水辺
への関心の向上を図る普及啓発を行います。
　また、生活排水による河川の水質汚濁防止のために、見直
しのあった「汚水適正化構想」も考慮し、浄化槽処理促進区域
を新たに設定し、合併浄化槽への転換促進をさらに図るとと
もに、浄化槽保守点検業者との稼働や浄化槽台帳システムの
活用による浄化槽の適正な維持管理を推進し、良好な生活環
境の確保を目指します。

良好な生活環境が確保されるまちに



浄化槽の種類

27g

３２g

1人が
1日に出す
汚れ

27g

4g

13g 5g

13g 4g

1人が1日に
出す汚れ

4g

1人が
1日に出す
汚れ

浄化槽のしくみ



浄化槽の種類

27g

３２g

1人が
1日に出す
汚れ

27g

4g

13g 5g

13g 4g

1人が1日に
出す汚れ

4g

1人が
1日に出す
汚れ

浄化槽のしくみ



浄化槽管理者が行わなければ
ならない3つのこと

　浄化槽の所有者などを法律上では「浄化槽管理者」と言い

ます（戸建て住宅の場合、一般的には建物の所有者などが浄

化槽管理者になります）。

　浄化槽管理者のかたは、以下の3つのことを行わなければ

なりません。

　愛知県知事が指定した指定検査機関が行う水質に関する

検査（法定検査）を受けなければなりません。

　この検査には、浄化槽使用開始後の一定期間に行う検査と

毎年1回行う定期検査の2種類の検査があります。

法 定 検 査
（12ページ参照）

　毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存し

なければなりません。

　ただし、保守点検は専門的知識や技術が必要なため、資格

のある業者に委託してください。

保 守 点 検
（8ページ参照）

　毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存し

なければなりません。

　ただし、清掃は専門的知識や技術が必要なため、資格のあ

る業者に委託してください。

　浄化槽の機能を保つためには、これら3つを確実に行う必

要があります。

清  掃
（10ページ参照）

法定検査

保守点検 清掃

この3つをきちんと行う
ことが、悪臭を防ぎ、
清潔を保ちます。

法定検査

こ
こ
清
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3つの義務 その1 保守点検

に「保守点検」が必要です。

ページ

には、適正な期間ごと 合併処理浄化槽の保守点検回数
回数

4か月に1回以上

3か月に1回以上

処理対象人数が20人以下

3か月に1回以上3 1及び2以外のもの

1週間に1回以上─活性汚泥方式

回転板接触方式

接触ばっ気方式

散水ろ床方式

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

処理対象人数が21人以上
50人以下

2か月に1回以上処理対象人数が21人以上
300人以下

1 砂ろ過装置、活性炭吸着
装置又は凝集槽を有する
浄化槽

2週間に1回以上

1週間に1回以上

2 スクリーン及び流量調整
タンク又は流量調整槽を
有する浄化槽
（1に掲げるものを除く。）

種類処理方式

単独処理浄化槽の保守点検回数
回数

3か月に1回以上処理対象人数が20人以下

1か月に1回以上処理対象人数が301人以上

3か月に1回以上処理対象人数が21人以上
300人以下

4か月に1回以上処理対象人数が20人以下

2か月に1回以上

6か月に1回以上

処理対象人数が301人以上

全ばっ気方式

種類処理方式

分離接触ばっ気方式

分離ばっ気方式

単純ばっ気方式

散水ろ床方式

平面酸化床方式

地下砂ろ過方式

─
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3つの義務 その2 清掃

的

（令和3年4月1日現在、次の７社です。）

岡崎市大平町字榎田3番地1
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蚊・ハエ

3つの義務 その3 法定検査

一般財団法人 中部微生物研究所

ため、

令和2年 360

2回目から
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よくある質問

■法定検査を受けて、不適正の通知をもらいまし
　たが、どうしたらいいのですか

■保守点検を行っているのに、法定検査も受ける
　必要があるのですか

（12ページ参照）

み行う

浄化槽が適正に設置されているかの確認

所定の放

流水質が維持されているかどうかを確認
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亜塩素酸ナトリウムを主成分にしているので、大量に使うと

浄化槽内で働く微生物が死滅してしまいます。

■飲み薬を常用していますが…
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「清掃をしてから」

　なお、浄化槽使用休止届出が必要な場合がありますので、

廃棄物対策課へ併せて相談してください。
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　今後、お使いの浄化槽と長期にわたって生活を共にされる

と思います。その時々の様々なライフイベントにおいて浄化

槽には、＜必要な届出＞があります。

●　管理者が亡くなったときや浄化槽を管理する人が変わっ

たとき

➡＜浄化槽管理者変更報告書＞(変更のあった日から30日以内)

●　家屋を解体して浄化槽も解体したときや下水道に接続し

たとき

➡＜浄化槽使用廃止届出書＞(廃止した日から30日以内）

●　家屋を空き家にして、浄化槽を長期間放置するとき

➡＜浄化槽使用休止届出書＞(浄化槽の清掃後、随時）

※この届出は、任意です。維持管理を免除したいときに提出

してください。

※使用を再開するときに届出が必要です。

今後予定される届出

ときに届出が必要です。
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●　家屋を空き家にして、浄化槽を長期間放置するとき

➡＜浄化槽使用休止届出書＞(浄化槽の清掃後、随時）

※この届出は、任意です。維持管理を免除したいときに提出

してください。

※使用を再開するときに届出が必要です。

今後予定される届出

ときに届出が必要です。



浄化槽を設置するには

■岡崎市浄化槽転換設置整備事業補助金のご案内
　単独処理浄化槽又は汲み取り便所から自主的に高度処理

型浄化槽へ転換される場合、補助対象区域内のかたは補助金

制度の適用を受けることができます。

　事前に補助対象区域等の確認及び市職員の現地確認が必

要ですので、着工前にお問い合わせください。

URL  http://www.city.okazaki.lg.jp
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浄化槽の維持管理に関する業者

指定検査機関名

電 話 番 号

検 査 実 施 月

一般財団法人　中部微生物研究所

（０５３３）　７６ー２２２８

毎年 月

法
定
検
査

会 社 名

電 話 番 号

保守点検実施月

（ ） ー

毎年 月

保
守
点
検

会 社 名

電 話 番 号

清 掃 実 施 月

（ ） ー

毎年 月

清　
　

掃


